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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
裁
判
官
と
検
察
官
の
人
事
交
流
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
者
か
ら
の
検
察
官
へ
の
任
命
及
び
検
察
官
の
職
に
あ
っ
た
者
か
ら
の
裁
判
官
へ
の
任
命
を
始
め
と

す
る
法
曹
間
の
人
材
の
相
互
交
流
は
、
国
民
の
期
待
と
信
頼
に
こ
た
え
得
る
多
様
で
豊
か
な
知
識
、
経
験
等
を
備
え
た
法
曹

を
育
成
、
確
保
す
る
た
め
、
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
法
曹
間
の
人
材
の
相
互
交
流
が
開
始
さ
れ
た
経
緯
は
、
資
料
等
が
存
在
せ
ず
不
明
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
う
こ
と
は
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
二
十
年
に
、
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
者
か
ら
検
察
官
に
任
命
さ
れ
た
者
は
五
十
六
人
、
検
察
官
の
職
に
あ
っ

た
者
か
ら
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
者
は
五
十
五
人
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

法
曹
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
の
い
ず
れ
の
立
場
に
置
か
れ
て
も
、
そ
の
立
場
に
応
じ
て
職
責
を
全
う
す
る
と
こ

ろ
に
特
色
が
あ
り
、
一
元
的
な
法
曹
養
成
制
度
や
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
者
か
ら
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
へ
の
任
命
等
も
こ

一



の
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
曹
間
の
人
材
の
相
互
交
流
に
よ
り
、
裁
判
の
公
正
、
中
立
性
が
害
さ
れ
、

「
裁
か
れ
る
者
に
と
っ
て
不
利
な
状
況
」
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
弊
害
が
生
じ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 二


